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判 決 

主 文 

１ 被告は，原告に対し，５５７８万８０６０円及びこれに

対する平成３０年４月２７日から支払済みまで年５分の割

合による金員を支払え。 5 

２ 原告のその余の請求を棄却する。 

３ 訴訟費用は，これを５分し，その２を被告の，その余を

原告の負担とする。 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 10 

 被告は，原告に対し，１億４３２０万６９０７円及びこれに対する平成３０年

４月２７日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

第２ 事案の概要 

 本件は，原告が，被告から船舶の係留施設等を設置するための許可等（以下

「本件各原処分」という。）を受けて観光船事業を開始したところ，後に被告か15 

ら本件各原処分を取消し又は是正する旨の各処分（以下「本件各取消処分」とい

う。）を受けたことにつき，そもそも本件各原処分は許可等がされるべきではな

い違法なものであり，これにより原告は損害を被ったと主張して，被告に対し，

国家賠償法１条１項に基づき，損害賠償金１億４３２０万６９０７円及びこれに

対する平成３０年４月２７日（本件各原処分の後である本件各取消処分の日）か20 

ら支払済みまで民法（平成２９年法律第４４号による改正前のもの。以下同じ。）

所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である（なお，原告は，

当初は本件各取消処分の取消しを求めていたが，後に上記のように訴えを変更し

た。）。 

被告は，本件各原処分の国家賠償法上の違法性を争わず，原告の損害の有無及25 

びその額のみを争っている。 



- 2 - 

１ 関係法令の定め 

(1) 港湾法（昭和２５年法律第２１８号） 

 港湾法４０条１項は，臨港地区内に指定された分区の区域内においては，

各分区の目的を著しく阻害する建築物その他の構築物（以下，建築物その他

の構築物を単に「構築物」という。）であって，港湾管理者としての地方公5 

共団体の条例で定めるものを建設してはならない旨定める。 

そして，同法４０条の２第１項は，港湾管理者は，上記規定に違反して建

設された構築物の所有者又は占有者に対し，当該構築物の撤去，移転若しく

は改築又は用途の変更をすべきことを命ずることができる旨定める。 

(2) 小樽港の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例（平成８年10 

小樽市条例第４６号〔令和３年小樽市条例第１８号による改正前のもの〕。

以下「分区条例」という。） 

分区条例は，港湾法４０条１項の規定に基づいて定められた条例である

（分区条例１条）。 

分区条例３条１項本文は，港湾法４０条１項所定の「条例で定める構築物」15 

とは，漁港区として指定された分区においては「別表第３」に掲げる構築物

以外のものとする旨定める。なお，「別表第３」の内容は，本判決の別紙

「分区条例別表第３」記載のとおりであり，「漁船のための係留施設」（２

号），「〔漁業関連の〕施設に従事する者及びその利用者のための飲食店又は

物販店」（１２号）などが含まれる。 20 

(3) 小樽市港湾施設管理使用条例（昭和３０年小樽市条例第１５号。以下「管

理使用条例」という。） 

 管理使用条例３条１項は，港湾施設を使用しようとする者は，市長の許可

を受けなければならない旨定め，同条４項は，１月を超える期間継続して使

用しようとする者は，同条１項の許可に代えて使用の登録を受けなければな25 

らない旨定める。 
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また，管理使用条例４条は，上記規定による使用許可を受けた者が許可を

受けた使用の場所に工作物その他の設備をしようとするときは，あらかじめ

市長の許可を受けなければならない旨定める。 

(4) 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号） 

建築基準法６条１項は，同項所定の建築物を建築しようとする建築主は，5 

その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて，確認済証

の交付を受けなければならない旨定める。 

なお，この建築基準関係規定には，港湾法４０条１項の規定及びこれに基

づく条例の規定が含まれる（建築基準法施行令〔昭和２５年政令第３３８

号〕９条３号）。 10 

２ 前提事実（証拠等を掲記した事実以外は当事者間に争いがない。） 

(1) 当事者 

ア 原告は，遊漁船・遊覧船の運航業務等を業とする株式会社である。 

イ 被告は，地方公共団体である。 

(2) 漁港区の指定 15 

  小樽市aｃ丁目の土地の一部は，臨港地区内における分区として，漁港区

に指定されている（乙１３，１４。以下，この漁港区を「a漁港区」とい

う。）。 

(3) 本件各原処分及び本件各取消処分 

ア 本件各原処分 20 

被告は，a漁港区内で観光船事業を行おうとしていた原告に対し，原告

が事業に伴い設置しようとする係留施設及び建物が，いずれも漁港区内の

構築物として許容される分区条例別表第３所定の構築物に該当するものと

判断して，管理使用条例３条４項，４条に基づき，①平成２８年６月１日

付け運河護岸・物揚場護岸登録（乙１），②同年１２月１日付け工作物等25 

施工許可（乙２），③平成２９年１月３１日付け工作物等施工許可に係る
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施工期間の変更承認（乙４），④平成２８年６月１日付け港湾施設占用許

可（乙５），⑤同日付け港内行事等許可（乙６）を行い，さらに，⑥上記

建物についての同年７月２２日付け確認済証（乙２４）を原告に交付した

（本件各原処分。以下，上記各番号に従い，「本件原処分①」などとい

う。）。 5 

イ 原告による事業の開始 

 原告は，a漁港区内に観光船の係留施設を設置し，またa漁港区内の土地

（以下「本件土地」という。）に観光船事業用の建物４棟（以下「本件各

建物」という。）を建設するなどして，平成２８年８月，観光船事業を開

始した。 10 

ウ 本件各取消処分 

 被告は，平成３０年４月２７日，本件各原処分において原告が設置・建

築するものとされていた係留施設及び建物はいずれも同別表第３所定の構

築物に該当しないとして，本件原処分①ないし⑤についてはこれらを取り

消し，本件原処分⑥については港湾法４０条の２第１項に基づいて本件各15 

建物の用途変更又は撤去をするよう是正命令を行った上（本件各取消処

分），同月２８日，原告にその旨の通知をした（甲１，弁論の全趣旨）。 

(4) 本件訴訟の経緯 

 原告は，平成３１年２月１３日，本件各取消処分の取消しを求める旨の訴

えを提起した。 20 

 これに対して被告は，本件各原処分は法令に違反する不適法な処分であり，

それゆえ本件各取消処分は適法である旨主張して，これを争った。 

 そこで，原告は，令和元年１２月３日，被告の上記主張を前提とすると，

本件各原処分は国家賠償法１条１項の適用上も違法となると主張して，同項

に基づく損害賠償請求に係る訴えに交換的に変更する旨を申し立て，当裁判25 

所は，令和２年１月１６日，行政事件訴訟法２１条１項に基づいてこれを許
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可する旨の決定をした（当裁判所に顕著な事実）。 

３ 争点及びこれに対する当事者の主張 

 本件の争点は，本件各原処分による原告の損害の有無及び額であり，これに

対する当事者の主張は以下のとおりである。 

（原告の主張） 5 

 被告の違法な本件各原処分によって原告に生じた損害及びその内訳は，別紙

「損害額算定表」の「項目別請求額小計」欄及び同欄右の「内訳」欄記載のと

おりであり，その項目ごとの具体的な主張は以下のとおりである。 

(1) 土地整備費（Ａ） １７４６万３８４２円 

 本件土地周辺には雑多なごみが放置されていたところ，原告は，平成２８10 

年４月２１日以降，ごみ処理，土地の整備，隣地との境界の外溝工事，擁壁

枠舗装工事等の本件土地の整備・清掃のための費用として上記額を支出した

ものであり，同額につき本件各原処分と相当因果関係のある損害となる。 

(2) 建物建築費（Ｂ） ９８４万８３３３円 

 原告は，本件各原処分を踏まえ，上記額を支出して本件各建物を建築し，15 

これに伴う設備を設置したものであり，同額につき本件各原処分と相当因果

関係のある損害となる。 

(3) 設備費（Ｃ） ７６２万９７６４円 

 原告は，本件土地及び本件各建物において観光船事業を実施するため，別

紙「損害額算定表」の「設備費」欄記載の項目につき上記額を支出したもの20 

であり，同額につき本件各原処分と相当因果関係のある損害となる。 

(4) 設計費（Ｄ） ３０万３２２０円 

 原告は，建築物の建築に伴い，その設計費として上記額を支出したもので

あり，同額につき本件各原処分と相当因果関係のある損害となる。 

(5) 許認可費用（Ｅ） １８８万５６９３円 25 

 原告は，観光船事業を行うために，別紙「損害額算定表」の「許認可費用」
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欄記載の各種許認可等を取得し，上記額を支出したものであり，同額につき

本件各原処分と相当因果関係のある損害となる。 

(6) 船舶関連費（Ｆ） ３４２９万３９５５円 

 原告は，観光船事業の用に供する船舶を取得するため，上記額を支出した

ものであり，同額につき本件各原処分と相当因果関係のある損害となる。 5 

(7) 車両費（Ｇ） ３７０万９８００円 

 原告は，船舶の運航開始時・終了時に船舶をトレーラーに載せて陸揚げ等

をするのに必要なタイヤショベルを購入するため，上記額を支出したもので

あり，同額につき本件各原処分と相当因果関係のある損害となる。 

(8) 船舶係留費（Ｈ） ４７７万２５７４円 10 

 原告は，観光船事業の用に供する船舶を係留し，又は陸上で保管するため

に要する費用として上記額を支出したものであり，同額につき本件各原処分

と相当因果関係のある損害となる。 

(9) 備品費（Ｉ） １３９万２４０１円 

 原告は，観光船事業の用に供するため，別紙「損害額算定表」の「備品費」15 

欄記載の各種備品を上記額により購入したものであり，同額につき本件各原

処分と相当因果関係のある損害となる。 

(10) 旅費交通費（Ｊ） ６３１万７９８６円 

 原告は，観光船事業を実施するに当たり，快適な海上遊覧ができる観光船

を新しく発注・製作することを考えていたところ，ベトナムで製造される船20 

舶が適しているとの情報を得てベトナムを訪問し，船舶を購入するなどし，

ベトナムへの旅費交通費として上記額を要したものであって，同額につき本

件各原処分と相当因果関係のある損害となる。 

(11) 宣伝広告費（Ｋ） ５３６万４３６０円 

 原告は，テレビコマーシャルやホームページの動画，雑誌等の宣伝広告費25 

として上記額を支出したものであって，同額につき本件各原処分と相当因果
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関係のある損害となる。 

(12) 撤去費（Ｌ） ２９４万４５３０円 

 本件各建物の撤去費用として上記額を要したものであり，同額につき本件

各原処分と相当因果関係のある損害となる。 

(13) その他（Ｍ） ６０４万３５５６円 5 

 原告は，別紙「損害額算定表」の「その他」欄の内訳のとおり支出をした

ものであり，その合計額である上記額につき本件各原処分と相当因果関係の

ある損害となる。 

(14) 固定資産税（Ｎ） ２３万０５０１円 

 原告は本件各建物に係る固定資産税額を支出しており，これについても本10 

件各原処分と相当因果関係のある損害というべきである。 

(15) 無形損害（Ｏ） ２０００万円 

 原告は，被告の本件各原処分によって，後に本件各取消処分を受けること

となり，これに伴う社会的評価や信用の低下による損害が発生したものであ

って，これを填補するのに要する額は，２０００万円を下回るものではない15 

というべきである。 

(16) 上記(1)ないし(15)の合計 １億２２２０万０５１５円 

(17) 弁護士費用（Ｐ） １１００万円 

 本件訴訟に係る弁護士費用としては，上記額が相当である。 

(18) 上記(16)及び(17)の合計 １億３３２０万０５１５円 20 

なお，原告は，当初は損害額の合計として１億４３２０万６９０７円を主

張し，後に上記の額に主張を変更したものであるが，請求の減縮まではして

いない（第１３回弁論準備手続調書参照）。 

（被告の主張） 

(1) 土地整備費（Ａ）について 25 

 否認ないし争う。原告が本件土地の整備を行ったことにより，土地の形状
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や環境は良好な状態に変化しており，本件土地の利用価値や付加価値は増大

しているのであって，原告はこうした利益を現に享受し，今後とも享受し得

るのであるから，土地整備に関する費用は損害には当たらない。また，原告

の主張する工事の一部は本件各原処分より前に行われたものであり，これら

については，本件各原処分とは何ら因果関係はない。さらに，原告の主張す5 

る土地整備費のうち，清掃・海浜維持費については，元来，原告代表者や原

告社員の通常の給与であって，土地整備に係る費用ではないし，株式会社甲

（以下「甲」という。）が負担した費用については，原告の損害となるもの

ではない。 

(2) 建物建築費（Ｂ）について 10 

 否認ないし争う。運河乗り場看板製作費については，本件各取消処分後に

発注されたものであるところ，原告は，本件各取消処分により，その事業の

継続が困難となることは十分に認識し得たものというべきであり，その後の

新たな支出は原告が自ら損害を拡大させたものに他ならず，本件各原処分と

の間の因果関係に欠ける。 15 

(3) 設備費（Ｃ）について 

 争う。原告の主張する各設備が現在も設置されているのか不明であり，仮

にこれらが今後も利用できる状態であるとすれば，資産として保有している

ものであるから損害とはならない。ＮＴＴ引込線工事費については，ＮＴＴ

東日本に対する損害賠償金であって工事費用ではなく，浮桟橋工事取消料に20 

ついては，原告が当該工事を中止したのは本件各原処分とは何の関係もなく

原告の判断によるものである上に，本件各原処分の前に発注されたと考えら

れる。ゲート・乗降設備のうち一部については本件各原処分より前に支出さ

れたものである。これらは，本件各原処分と相当因果関係のある損害ではな

い。 25 

(4) 設計費（Ｄ）について 
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 否認ないし争う。測量費については，本件土地とは別の不動産の滅失に係

る調査業務の費用であって，本件土地とは関係のない費用である。 

(5) 許認可費用（Ｅ）について 

 争う。水道加入金については，本件各原処分以前に原告が加入した水道に

関するものであり，本件各原処分との因果関係に欠け，船舶免許取得受講料5 

のうち一部（甲７７の３，７７の４）については原告とは別の会社（甲）に

関するものであり，他にも本件各原処分の前に支出したもの（甲７８の１）

が含まれているものであって，これらは原告の損害とはならない。その他に

も，船舶免許取得受講料や特定資格受講料については，その一部に本件各原

処分より前の支出に係るものが含まれるほか，これらの資格が原告の事業に10 

必要不可欠なものか，また今後これらの資格を喪失するものか明らかでなく，

本件各原処分と相当因果関係のある損害となるものではない。 

(6) 船舶関連費（Ｆ）について 

 争う。原告が購入した船舶は，本件各原処分の前に発注するなどしていた

ものであり，本件各原処分との相当因果関係を欠くし，これらを資産として15 

保有しているものであるから，損害となるものでもない。また，一部の修理

費については，波風によって船体が破損したことによる修理費であり，気象

条件と原告の管理不備の問題であって，本件各原処分とは関係のない損害で

ある。 

(7) 車両費（Ｇ）について 20 

 争う。原告が購入した車両は，現在も原告が資産として保有しており，何

らの損害も発生していない。 

(8) 船舶係留費（Ｈ）について 

 争う。原告が観光船事業を行っている間に支払った船舶係留費は，事業遂

行のために必要な経費であるところ，原告はこれにより収益を得ていたもの25 

であって，本件各原処分と相当因果関係のある損害となるものではない。事



- 10 - 

業終結後の船舶係留費は不知。 

(9) 備品費（Ｉ）について 

 争う。原告の主張する備品 については，現在どのように利用・処分され

ているのか不明であるほか，その一部（椅子，厨房用品等）に本件各原処分

以前に取得されたものが含まれており，また，本件各取消処分より後に発注5 

されたもの（防寒ズボン，厨房用品・清掃用具等の一部）も含まれているの

であって，これらは本件各原処分との間の相当因果関係を欠く。また，冷蔵

庫，洗濯機，フリーザー及びテレビについては，購入者や購入時期，購入金

額が全く不明であって，何ら根拠のないものである。 

(10) 旅費交通費（Ｊ）について 10 

 争う。上記(6)のとおり，船舶は本件各原処分の前に発注されていたもの

であり，これに伴う旅費交通費も，本件各原処分との間の相当因果関係を欠

く。また，旅費交通費の中には，原告が会社として成立する以前のものや，

原告の役員や社員でなかった者に関するものがあり，原告の損害といえるも

のではない上，ベトナムを７回も訪問したというのであって，その必要性も15 

認められない。 

(11) 宣伝広告費（Ｋ）について 

 争う。営業のための宣伝広告費は，事業活動に伴って発生する会社の必要

経費であり，会社の事業収支の中で処理されているものであって，本件各原

処分と相当因果関係のある損害となるものではない。 20 

(12) 撤去費（Ｌ）について 

 争う。 

(13) その他（Ｍ）について 

 不知ないし争う。人件費に関する項目は，原告が支払うべき通常の人件費

であって，本件各原処分と相当因果関係のある損害ではない。 25 

(14) 固定資産税（Ｎ）について 
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 争う。固定資産税等は，固定資産の所有者に対して等しく賦課されるもの

であり，原告が対象となる不動産を所有している以上，固定資産税等の納税

義務を負うのは当然であって，これを被告が賠償すべき理由はない。 

(15) 無形損害（Ｏ）について 

 争う。本件に係る一連の処分によって，原告の社会的評価や信用が毀損さ5 

れるものではない。 

(16) 弁護士費用（Ｐ） 

 争う。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 認定事実 10 

 前記前提事実に加え，後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が

認められる。 

(1) 原告の設立 

 原告は，平成２８年４月１９日に設立された（弁論の全趣旨）。 

 (2) 観光船事業に向けた協議 15 

   原告の関係者は，平成２８年５月９日，被告の産業港湾部港湾室を訪れ，

原告が観光船事業を計画していることを報告し，以後，被告の担当職員との

間で協議を進めた（乙１５）。 

(3) 本件各原処分 

ア 係船環に関するもの 20 

原告は，平成２８年５月２７日，被告に対し，a漁港区の護岸に観光船

を係留する旨の「運河護岸・物揚場護岸登録申請書」（乙１）を提出した。 

被告は，上記係留は係船環（船舶を係留するために桟橋等に設ける，ワ

イヤーやロープを結びつけるための環状の係留施設）が設置されることを

前提とするところ，このような係船環は漁港区内の構築物として許容され25 

る分区条例別表第３所定の構築物に該当するものと判断し，同年６月１日，
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上記申請を許可した（本件原処分①）。 

そして，原告は，同年１１月１６日，被告に対し，実際に係船環を設置

するための「工作物等施工許可申請書」（乙２）を提出し，被告は同年１

２月１日に上記申請を許可した（本件原処分②）。また，原告は，平成２

９年１月３０日，被告に対し，上記工事についての「施工期間の変更届出5 

書」（乙４）を提出し，被告は同月３１日にこれを承認した（本件原処分

③）（前提事実(3)ア，弁論の全趣旨）。 

イ 浮桟橋に関するもの 

原告は，平成２８年５月，被告に対し，観光船の係留用の浮桟橋を設置

するための「港湾施設占用許可申請書」（乙５。同月２５日付け）及び10 

「行事等許可申請書」（乙６。同月２７日付け）を提出した。 

被告は，このような浮桟橋は，漁港区内の構築物として許容される分区

条例別表第３所定の構築物に該当するものと判断し，同年６月１日，上記

申請をいずれも許可した（本件原処分④及び⑤）（前提事実(3)ア，弁論の

全趣旨）。 15 

ウ 本件各建物に関するもの 

原告は，平成２８年６月２８日，被告に対し，観光船事業に使用する建

物をa漁港区内に建築するための「確認申請書（建築物）」（甲１６，乙２

１）を提出した。 

  被告は，上記建物は，漁港区内の構築物として許容される分区条例別表20 

第３所定の構築物に該当するものと判断し，同年７月２２日，原告に対し

て確認済証を交付した（本件原処分⑥）（前提事実(3)ア，弁論の全趣旨）。 

(4) 観光船事業の開始 

 原告は，a漁港区内の本件土地に観光船事業に使用する本件各建物（計４

棟）を建設したほか，その周辺設備を設置するなどして，平成２８年８月，25 

観光船事業を開始した（前提事実(3)イ，弁論の全趣旨）。 
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(5) 小樽市議会での質疑 

小樽市議会の平成２８年第３回定例会（平成２８年９月６日から１０月４

日まで）においては，市議会議員らから，原告の観光船事業に対する許可等

（本件原処分①，④，⑤及び⑥）の適法性等につき質問が繰り返された。こ

れに対し，当時の市長であった乙市長（以下「乙市長」という。）は，原告5 

の建築する建物は分区条例別表第３第１２号に該当するなどと答弁したが，

市議会議員らからは，同号に該当する構築物というのは漁業関係者等の利用

する飲食店などに限られるのではないかとの質問がされるなどし，議会は紛

糾した。 

結局，小樽市議会では，同年１０月４日，原告に対する許可等を理由とし10 

て，乙市長に対する問責決議案を可決した。 

小樽市議会におけるこれらのやり取りは新聞，テレビ等を通じて報道され，

原告の観光船事業では利用客からのキャンセルが相次いだ（甲２５〔２，３

頁〕，２９〔２頁〕，１５９の１～３，弁論の全趣旨）。 

(6) 本件各取消処分 15 

 被告は，平成３０年４月２７日，本件各原処分において原告が設置するも

のとされていた係留施設（係船環及び浮桟橋）は，漁港区内の構築物として

許容される分区条例別表第３第２号の「漁船のための係留施設」には該当せ

ず，また原告が建築するものとされていた建物（本件各建物）は，同別表第

３第１２号の「〔漁業関連の〕施設に従事する者及びその利用者のための飲20 

食店又は物販店」には該当しないなどとして，本件原処分①ないし⑤につい

てはこれらを取り消し，本件原処分⑥については港湾法４０条の２第１項に

基づいて本件各建物の用途変更又は撤去をするよう是正命令を行った上（本

件各取消処分），同月２８日，原告にその旨の通知をした（前提事実(3)ウ）。 

(7) 観光船事業の廃業 25 

 原告は，令和元年１１月３０日，観光船事業を廃業することとし，その後，
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本件係留設備，本件各建物及びこれらの周辺施設を撤去した（甲１３４～１

３８，弁論の全趣旨）。 

２ 本件各原処分による原告の損害 

 本件において被告は，本件各原処分の国家賠償法上の違法性を争わないから，

国家賠償法１条１項に基づき，本件各原処分により原告に生じた損害について5 

賠償すべき責任を負う。 

そこで，以下，本件各原処分による原告の損害について検討する。 

(1) 損害とみる支出行為の基準時について 

ア 上記のとおり，本件各原処分は違法な公権力の行使であり，本来は本件

各原処分をすべきでなかったものであるところ，本件各原処分がされた最10 

初の日である平成２８年６月１日（認定事実(3)ア，イ）以降に原告が契

約を締結したり，発注したりしたものについては，本件各原処分の全部又

は一部がされたために原告が対価の支払義務を負い，支出したというべき

であるから，本件各原処分と相当因果関係のある損害ということができる。 

他方，同日より前に原告が契約を締結したり，発注したりしていたもの15 

については，本件各原処分がされた時点では既に契約が成立し，原告が支

払義務を負っていたのであって，本件各原処分がされたために支出したも

のではない。すなわち，このような契約等に基づく支出は，単に，本件各

原処分がされるかもしれないとの期待の下で支出に至ったものにすぎない

のであって，本件各原処分と相当因果関係のある損害と断ずることはでき20 

ないというべきである。 

したがって，原告の支出行為のうち，平成２８年６月１日以降に契約等

が締結されたもの（原告において支払義務が発生したもの）については本

件各原処分と相当因果関係のある損害であり，本件各原処分より前のもの

については本件各原処分との相当因果関係を欠くというべきである。 25 

イ この点につき原告は，①平成２８年１月以降，本件各原処分の取得に向
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けて，被告の港湾室の指導・助言に従い，様々な書類の作成・提出手続を

行ってきた，②被告の担当者も許可等（本件各原処分）をすることを前提

にした様々な指導・助言を行っていたとして，本件各原処分より前の支出

行為についても本件各原処分と相当因果関係がある旨主張する。 

しかし，原告が平成２８年１月の時点で被告の指導・助言を受けていた5 

ことを認めるに足りる証拠はないし，被告側の資料（乙１５）によれば，

被告が原告の観光船事業の計画を知ったのは同年５月９日のことというの

である（認定事実(2)参照）。そして，被告において，本件各原処分よりも

前の時点で，許可等（本件各原処分）を行う方向での指導・助言を行った

ことを端的に示す証拠も見当たらず，許可等を行うことを事前に示唆する10 

ような言動をしたとも認めるに足りない。原告の上記主張は，実質的には

同年６月１日より前の指導・助言そのものの違法をいうものとも解される

が，本件全証拠によっても，被告の指導・助言自体に違法があったという

ことはできない。 

したがって，原告の上記主張はいずれも採用することができない。  15 

(2) 営業上の経費について 

 ところで，被告は，原告の営業開始前ないし営業期間中に支出した通常の

営業上の経費については，原告が営業を行った結果，必然的に発生する経費

であり，これにより原告は事業収益を得ていたものであって，損害には当た

らない旨主張する。 20 

 しかし，営業上の経費についても，被告が本件各原処分の全部又は一部を

行ったからこそ原告が支出したものであって，本件各原処分による損害とい

うべきである。そして，これにより原告が事業収益を得ていたとしても，原

告が経常利益を計上していたというのであればともかく，原告の決算報告書

（乙３４ないし３７）によれば，原告はいずれの年度においても大幅な経常25 

損失となっていたものであるし，原告においても，営業上の経費の全てを本
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訴において損害として主張しているものではないことがうかがわれるところ

であって，本訴において主張している経費についてのみ事業収益との間で損

益相殺するのは相当ではないというべきであるから，被告の上記主張は採用

することができない。 

 したがって，通常の営業上の経費とみられるものであっても，これのみを5 

理由として直ちに損害から除外するのは相当でない。 

(3) 小括 

 以上によれば，原告の損害の認定判断に当たっては，①原告の支出行為の

うち，平成２８年６月１日以降に契約等が締結されたもの（原告において支

払義務が発生したもの）については本件各原処分と相当因果関係のある損害10 

とし，本件各原処分より前のものについては本件各原処分と相当因果関係の

ある損害とはしない，②他方で，通常の営業上の経費とみられるものであっ

ても，これのみを理由として直ちに損害から除外するということはしないも

のとするのが相当である。 

３ 原告に生じた損害額 15 

  以上を前提に，原告に生じた損害額につき，項目ごとに検討する（なお，認

定した項目ごとの認容額及びその内訳は，別紙「損害額算定表」の「認容額」

欄及び同欄右の「内訳」欄記載のとおりである。）。 

(1) 土地整備費（Ａ） １５１万９５１６円 

ア 外構工事費 ０円 20 

 証拠（甲３８）によれば，本件各原処分の前に行われた工事の費用であ

って，本件各原処分と相当因果関係がない。 

イ 舗装工事費 １５０万００００円 

 証拠（甲３８）によれば，本件各原処分の最初の日である平成２８年６

月１日以降に行われた工事の費用と認められ，損害として認めるのが相当25 

である。 
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 この点につき被告は，工事により土地の利用価値・付加価値が増大し，

原告はその利益を現に享受しているから，損害には当たらない旨主張する。

しかし，上記舗装工事は飽くまでも観光船事業のために行われたものであ

り，観光船事業ができなくなったとしてもなお土地の利用価値・付加価値

が増大したといえるのか，関係各証拠に照らしても明らかとはいえないの5 

であって，被告の上記主張は採用することができない。 

ウ 囲いレール設置費 ０円 

 証拠（甲３８）によれば，本件各原処分の前に行われた工事の費用であ

って，本件各原処分と相当因果関係がない。 

エ 仮設・重機レンタル料 １万９５１６円 10 

 平成２８年５月２５日付け請求書（甲４３の１）に係る部分は本件各原

処分の前に行われた工事であって，本件各原処分と相当因果関係がないか

ら，その余の部分（甲４３の２）についてのみ認める。 

オ 清掃・海浜維持費 ０円 

 清掃・海浜維持費のうち従業員分（８０万４４００円）は，単なる従業15 

員に対する人件費にすぎず（甲４７の２ないし４），これがいかなる意味

で本件各原処分と相当因果関係のある損害となるのか，原告の主張に照ら

しても明らかとはいえない。 

 また，清掃・海浜維持費のうち代表者分については，そもそも原告では

なく甲が支払ったようにもうかがわれるのであって（甲４６の１ないし20 

３），原告の損害とは認められない。 

(2) 建物建築費（Ｂ） ９８４万８３３３円 

 原告は，本件各原処分に基づいて本件各建物を建築し，その周辺設備を設

置するなどしたものであり（認定事実(4)），これらは後に本件各取消処分を

受けて撤去せざるを得なくなったのであるから（認定事実(7)参照），本件各25 

建物及びその周辺設備の建築・設置に要した費用については，本件各原処分
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と相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。 

そして，証拠（甲４８～５８〔枝番号含む〕）によれば，その費用として

別紙「損害額算定表」の「建物建築費」欄記載のとおりの額を要したものと

認められるから，その合計額である上記額が損害となる。 

 この点につき被告は，本件各取消処分後の令和元年８月に支出した項目5 

（運河乗り場看板製作費。甲５７の１）については，本件原処分が取り消さ

れた後のものであるから，事業の継続が困難となることを十分認識すること

ができたのであり，原告が自ら損害を拡大させたものであって，本件各原処

分との相当因果関係に欠ける旨を主張する。しかし，原告は当時，本件各取

消処分の取消しを求めて本件訴えを提起し，その適法性を争っていたもので10 

あって（前提事実(4)），本件各取消処分の効力は確定していたものではなく，

ましてや原告において事業の継続が困難になることを十分認識し得たとまで

いうことはできない。被告の上記主張はその前提を欠き，採用することがで

きない。 

(3) 設備費（Ｃ） ６８８万２３４１円 15 

 原告主張の各費用のうち，ＮＴＴ引込線工事費（５万４４４１円）につい

ては，破損した物件についてのＮＴＴに対する損害賠償金であって（甲６３

の１ないし３），本件各原処分と相当因果関係のある損害とはいい難い。 

また，ゲート・乗降設備費のうち３１万４９８２円（甲６７の１。消費税

込）については，本件各原処分の前に行われた工事であって，上記２(1)ア20 

のとおり，本件各原処分との相当因果関係に欠けるものというべきである。 

さらに，浮桟橋工事取消料（３７万８０００円）については，当該費用は

平成２８年６月３０日付けで請求されており（甲６９），浮桟橋工事のため

の許可申請は同年５月にされていたこと（認定事実(3)イ）にも照らすと，

浮桟橋工事の発注自体は同年６月１日より前に行われていた可能性も否定し25 

難いのであって，他に発注が同日以降にされたと認めるに足りる証拠もない
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ことからすれば，当該費用については，本件各原処分との相当因果関係に欠

けるものといわざるを得ない。 

その余の各費用については，既に本件各建物自体が撤去されていること

（認定事実(7)）にも照らし，損害と認めるのが相当であり，その合計額は

上記のとおりとなる。 5 

(4) 設計費（Ｄ） ２７万９０００円 

 測量費（２万４２２０円）は小樽市bｄ丁目の建物の滅失に関する調査業

務であって（甲７３の１・２），観光船事業との関連性が不明であるといわ

ざるを得ず，本件各原処分との相当因果関係を認めることはできない。その

余の設計料・移設申請料については，上記(2)の建物建築費と同様，損害と10 

認めるのが相当であり，証拠（甲７０～７２〔枝番号含む〕）によれば，そ

の合計額は上記のとおりとなる。 

(5) 許認可費用（Ｅ） １０４万０７３３円 

 水道加入金（１４万３５００円）並びに船舶免許取得受講料のうち平成２

８年５月１２日付け領収証（甲７７の１）に係る部分（３８万１９００円）15 

及び同年５月２０日付け領収証（甲７８の１）に係る部分（６万７５６０円）

については本件各原処分より前の支出であり，また同受講料のうち平成３０

年４月１６日付け領収証（甲７７の３）及び同年５月２０日付け領収証（甲

７７の４）に係る部分（計２５万２０００円）については甲の支出であって，

いずれも本件各原処分による原告の損害と認めることはできない（なお，原20 

告は甲の支出につき立替払を主張するが，これを認めるに足りる証拠がな

い。）。 

その余の支出については，本件各原処分の最初の日である平成２８年６月

１日以降のものであって，本件各原処分による原告の損害と認めるのが相当

であり，その合計額は，証拠（甲７４～８０〔枝番号含む〕）によれば上記25 

のとおりとなる。 
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(6) 船舶関連費（Ｆ） １４１５万７４７４円 

①ＳＦ－５１の整備・法定備品代（１５万３７６６円。甲８６の１・２，

甲９４の２），②ベトナム艇の船舶費のうち諸費用部分（１０１万９８９１

円。甲８８の５・６），エンジン代（６７０万８１７１円。甲８９，９４の

１），検査費用・法定備品代（４４１万１２５２円。甲９０，９４の２）及5 

び船台（８０万００００円。甲９１の１・２），③ＳＦ－５１の船舶修理費

（１０６万４３９４円。甲９３）はいずれも本件各原処分の最初の日である

平成２８年６月１日以降の支出行為であって，本件各原処分による損害と認

めるのが相当である。 

 これに対し，ＳＦ－５１に関するその余の支出及び救助艇に係る支出（４10 

５万３９６７円。甲９２，９４の１）は，いずれも本件各原処分より前の支

出行為であって，本件各原処分による損害と認めるのは相当でない。また，

ベトナム艇の船舶費（諸費用を除く部分）についても，売買契約自体は本件

各原処分の前に締結されているようにうかがわれるのであって（本件各原処

分より前の時点で１回目の代金支払がされている。甲８８の１・２），本件15 

各原処分による損害と認めることはできない。 

 なお，被告は，船舶修理費（上記③）は波風により破損したものであって

本件各原処分とは無関係である旨を主張するが，本件各原処分がされたこと

により事業を開始・継続することとなり，これによって上記修理費を支出し

たものというべきであるし，本件証拠上，原告に特段の管理不備があったよ20 

うにもうかがわれないから，本件各原処分との間の相当因果関係を否定する

ことはできない。 

 そして，上記の損害項目について，証拠（甲８１～９３〔枝番号含む〕）

によれば，その合計額は上記のとおりとなる。 

(7) 車両費（Ｇ） １６３万５７１４円 25 

 原告が購入した車両は現在も原告が保有しているのであって，その購入費
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全額を直ちに損害とみることはできないというべきである。そして，一般に，

中古自動車については取引市場が一応存在していることなどにも照らすと，

その現存価値（時価）を控除して損害を算出すべきであるところ，当該車両

の時価自体は本件証拠上不明であることに鑑み，原告が車両を購入してから

観光船事業を廃業した時点（令和元年１１月３０日。認定事実(7)）までの5 

４０か月間の減価償却分をもって損害と認める。 

以上を前提に原告の車両費に係る損害額を計算すると，その額は上記のと

おりとなる（購入金額：３４３万５０００円，償却期間：８４か月）。 

（計算式）3,435,000×40/84≒1,635,714 

(8) 船舶係留費（Ｈ） ４２４万５６１９円 10 

 原告は，本件各原処分を受けて観光船事業を実施することとし（認定事実

(2)ないし(4)），これにより船舶の係留に要する費用を支出することになっ

たのであるから，当該費用については本件各原処分との間の相当因果関係が

認められる。 

もっとも，原告が観光船事業を廃業した後については，船舶係留費用につ15 

き事業に伴って要する支出ということはできないから，廃業後の費用は損害

から除外すべきものである（令和元年度については，年度途中で区切って算

定し得るものと断定できないから，同年度に要した費用全額につき損害と認

める。）。 

したがって，令和２年４月１日から同年９月３０日までの船舶係留費は除20 

外し，その余は本件各原処分による損害と認めることとなり，証拠（甲１４

６～１５３〔枝番号含む〕）によれば，その合計額は上記のとおりとなる。 

(9) 備品費（Ｉ） １０６万５２７５円 

 椅子の一部（１５９８円。甲１１０）及び厨房用品等の一部（１万８０７

３円。甲１１４〔枝番号含む〕）については，本件各原処分の前に購入され25 

たものであり，本件各原処分による損害と認めるのは相当でない。その余の
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備品については，本件各原処分の最初の日である平成２８年６月１日以降に

購入されたものと認められ，現在も原告が保有しているものの，中古自動車

とは異なり，現存価値があるとは断定できないのであって，その購入費の全

額につき損害と認める。 

そして，証拠（甲１０２～１１６〔枝番号含む〕）によれば，上記項目の5 

合計額は上記のとおりとなる（「白物家電（冷蔵庫・洗濯機等）」については，

その写真が提出されているにとどまり〔甲１１２の１～４〕，その額を裏付

ける証拠がないから，具体的な損害額を認定することはできない。）。 

 この点につき被告は，防寒ズボン（甲１０５。平成３１年３月購入）及び

厨房用品・清掃用具等の一部（甲１１４の５・６，１１６の２。平成３０年10 

５月から９月の間に購入）については本件各取消処分(平成３０年４月２７

日)より後に購入されたものであるから損害から除外すべきである旨主張す

る。しかし，上記(2)において指摘したところと同様に，原告が，これらの

購入時点において，事業の継続が困難になることを十分認識し得たとまでは

いえないから，被告の上記主張は採用することができない。 15 

(10) 旅費交通費（Ｊ） ０円 

 原告の主張する旅費交通費については，これらは本件各原処分より前の支

出であって，本件各原処分との相当因果関係のある損害とは認められない上，

そもそも出張者は出張当時には原告の役員でも従業員でもなく，その旅費交

通費を原告が現実に支出したか否かも明らかではないのであるから，いずれ20 

にせよ原告の損害と認めるに足りない。 

(11) 宣伝広告費（Ｋ） ５３６万４３６０円 

 原告の宣伝広告費につき，被告は必要経費にすぎないと主張するが，上記

２(2)に説示したところに照らせば，その全額につき本件各原処分との間で

相当因果関係があるというべきであって，その合計額は，証拠（甲１２８～25 

１３３〔枝番号含む〕）によれば上記のとおりとなる。 
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(12) 撤去費（Ｌ） ２９４万４５３０円 

 原告は，本件各原処分の後，本件各取消処分を受け，本件各建物及びその

周辺施設を撤去したものであるから（認定事実(7)），その費用につき本件各

原処分と相当因果関係のある損害と認められる。 

そして，見積書（甲１３５ないし１３８）記載の金額は上記のとおりであ5 

り，現実の支出額はこれを超過しているが（甲１６７参照），そもそも原告

の請求額は見積書記載の金額にとどまっていることからすれば，上記の金額

につき損害と認めるのが相当である。 

(13) その他（Ｍ） １０７万４６６４円 

 人件費は丙に対する役員報酬ないし給与であり（甲１４５），本件各原処10 

分との因果関係が明らかではないといわざるを得ない。その余については，

本件各原処分の最初の日である平成２８年６月１日以降に支出されたもので

あって，本件各原処分との間の相当因果関係を認めることができ，証拠（甲

１４３，１４４，１５５～１５８〔枝番号含む〕）によれば，その合計額は

上記のとおりとなる。 15 

(14) 固定資産税（Ｎ） ２３万０５０１円 

 原告は本件各原処分によって本件各建物を所有することとなったものであ

って，本件各原処分がなければこれらを所有し続けることはなく，その固定

資産税の納付義務も生じなかったというべきであるから，全額につき損害と

認めるのが相当である。そして，証拠（甲１６２～１６５）によれば，その20 

合計は上記額となる。 

(15) 無形損害（Ｏ） ５０万円 

 原告は，本来は許可等がされるべきではない違法な許可等を受け（本件各

原処分），その結果，その適法性に疑義があるとして小樽市議会で取り上げ

られ，新聞，テレビ等を通じて報道されて，利用客からのキャンセルも相次25 

いだというのである（認定事実(5)）。そして，結局のところ，本件各原処分
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はいずれも取消し又は是正されたのであって，このような経緯に加え，証拠

（甲２４～２９）及び弁論の全趣旨によれば，本件各原処分に端を発した一

連の過程によって，原告の社会的評価ないし信用が一定程度低下したものと

認められるのであり，その填補のためには５０万円をもって相当と認める。 

(16) 上記(1)ないし(15)の合計 ５０７８万８０６０円 5 

(17) 弁護士費用（Ｐ） ５００万円 

 原告は，本件各原処分により，原告訴訟代理人弁護士に委任して本訴の提

起を余儀なくされたと認められるところ，本件訴訟の経緯及び上記(16)の認

容額等に鑑みれば，その費用のうち本件各原処分と相当因果関係の範囲内に

あるものとして，上記額を認めるのが相当である。 10 

(18) 上記(16)及び(17)の合計額 ５５７８万８０６０円 

４ 結論 

 よって，原告の請求は５５７８万８０６０円及びこれに対する平成３０年４

月２７日（本件各原処分の後である本件各取消処分の日）から支払済みまで民

法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから15 

その限度で認容し，その余は理由がないからこれを棄却することとし，仮執行

宣言については相当でないからこれを付さないこととして，主文のとおり判決

する。 

札幌地方裁判所民事第５部 

 20 

裁判長裁判官 瀬  孝 

 

 

 

裁判官 宇 野 直 紀 25 

 



- 25 - 

 

 

裁判官 佐 藤 克 郎 
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（別紙）分区条例別表第３ 

 

別表第３（第３条関係） 

 (漁港区) 

(1) 法〔判決注：港湾法〕第２条第５項第２号，第４号，第５号及び第９号から第5 

１０号の２までに掲げる港湾施設 

(2) 漁船のための係留施設，燃料補給施設，給水施設及び給氷施設 

(3) 漁船の修理施設，造船施設及びこれらの附帯施設 

(4) 水産物卸売市場その他水産物の荷さばきに必要な施設 

(5) 漁舎，魚干場その他水産物の処理に必要な施設 10 

(6) 冷蔵倉庫，冷凍倉庫その他水産物の保管のための施設 

(7) 製氷工場，冷凍工場その他水産物の加工工場及びこれらの附帯施設 

(8) 網干場，網倉庫その他漁具の補修及び保管に必要な施設 

(9) 漁船乗組員及び漁業関係者の休憩所，宿泊所及び診療所 

(10) 漁業会社，漁業組合その他の水産物関連事業を営む事務所及び工場並びにこ15 

れらの附帯施設 

(11) 別表第１第７号に定めるもの 

(12) 前各号の施設に従事する者及びその利用者のための飲食店又は物販店でその

床面積が１，０００平方メートル以下のもの並びにこれらの附帯施設。ただし，

風営法第２条の規定に該当するものを除く。 20 

 

備考 別表第１備考（後段を除く。）の規定は，第１２号の場合について準用する。

この場合において，同表備考中「２００平方メートル（指定区域にあっては，１

万平方メートル）」とあるのは，「１，０００平方メートル」と読み替えるものと

する。 25 


